
侵入状況のモニタリングの仕組み（案）

モニタリングを行う地点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

移入種の導入経路のう 生物多様性の保全の観点 Ⅰ及びⅡ以外の地点

ち主要な地点 からチェックすべき地点

（空港、港湾等） （国立公園等）

都道府県が主体となっ
国が主体となってモニタリングを実施

てモニタリングを実施

既存の組織（自然公園指導員、希少野生動植物種保存推進員等）

及び民間団体が、国及び地方自治体の活動を補助

移入種情報の管理
○ モニタリング結果や各種調査データ等の情報を一元的に管理

○ 収集したデータから、移入種の侵入状況・拡散状況等を分析

○ 対応すべき移入種対策の内容について提示

早期対応（移入種の駆除、侵入防止措置等）


